
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第１６号 

附属機関の設置に関する条例及び特別職の職員で非常勤のものの

報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

令和８年３月３日 

長与町長 吉 田 愼 一 

提案理由 

 「長与町総合開発審議会」及び「長与町まち・ひと・しごと創生推進会議」を

統合し、これらの機能を有する「長与町総合計画・総合戦略審議会」を設置する

ことにより、総合的かつ効果的な審議を図るため、所要の改正を行うもの。 

上記議案を提出します。 



 

 

   附属機関の設置に関する条例及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償

に関する条例の一部を改正する条例 

 （附属機関の設置に関する条例の一部改正） 

第１条 附属機関の設置に関する条例（昭和３８年条例第１４号）の一部を次のように改正

する。 

  別表中 

「       

 長与町総合開発審議会 １０人以内 ２年 町の総合開発を図るため、

長期的な計画、立案その他

重要事項の審議及び意見

の具申に関する事務 

  

 

 

 

を 
 長与町まち・ひと・しご

と創生推進会議 

１５人以内 ２年 まち・ひと・しごと創生を

効果的かつ効率的に推進

するための審議・検証・検

討及び意見の具申に関す

る事務 

 

     」  

「       

 長与町総合計画・総合

戦略審議会 

２０人以内 ２年 町の総合計画・総合戦略の

策定及び検証並びにそれ

らに関する町政の重要事

項の審議に係る答申及び

意見の具申に関する事務 

  

に 

     」  

 改める。 

 （特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第２条 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和４２年条例

第６号）の一部を次のように改正する。 

  別表中 

「      

 長与町総合開発審議会 会長 〃 ７，４００   

 委員 〃 ７，０００  
を 

 長与町まち・ひと・しごと創

生推進会議 

会長 〃 ７，４００  

 委員 〃 ７，０００   

    」  

「      



 

 

 長与町総合計画・総合戦略審

議会 

会長 〃 ７，４００  
に 

 委員 〃 ７，０００  

    」  

 改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現にこの条例第１条の規定による改正前の附属機関の設置に関す

る条例（以下この項において「旧条例」という。）に基づき設置される長与町まち・ひと・

しごと創生推進会議の委員である者の任期については、旧条例の規定にかかわらず、令和

８年３月３１日までとする。 

 （準備行為） 

３ 町長は、この条例の施行の日前においても、長与町総合計画・総合戦略審議会の委員の

委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、この条例の施行

の日において委嘱を受けたものとみなす。 


